
 

 

～介護保険事務所からのお知らせ～ 

 

令和6年度から令和8年度の介護保険料について 
 
介護保険制度では、3年ごとに介護保険事業計画を見直し、サービス費用の見

込額等に基づき、65歳以上（第１号被保険者）の方が負担する介護保険料を決

めることになっています。 

令和6年度から令和8年度までの保険料基準額は、令和5年度と同額の月額6,700円です。 

なお、令和6年度の年間保険料は、7月中旬に送付する決定通知書によりお知らせします。 

 

■令和3年度～5年度の保険料額からの変更点 

・令和６年度介護保険制度改正により国の基準が9段階から13段階に改められたことに伴い、第9段階を細分化して

13段階へと変更し、高所得者の乗率を引き上げております。また、低所得者については、保険料率を第1段階は0.3

から0.285に、第3段階は0.7から0.685にそれぞれ軽減しています。 

 

■特別徴収（年金からの差し引き）について 

・昨年度から引き続き特別徴収されている方は、4月分と6月分の介護保険料が2月分の介護保険料と同額となるた

め、4月の通知書を送付しません。 

・ただし、4月から初めて特別徴収が開始される方には通知書を送付しています。 

・8月以降の介護保険料については、前年の所得が確定し年間の介護保険料が決定する7月中旬頃に通知書を送付し

ます。 

 

◇介護保険料は介護を社会全体で支える介護保険制度の大切な財源です。みなさんのご理解とご協力をお

願いします。◇ 
 

表【第１号被保険者の介護保険料】  

段階 区分（令和６年度の住民税課税状況等） 保険料（年額） 

第１段階 

世帯全員が 

住民税非課税 

生活保護を受給している方 

本人の前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が８０万円以下の方 
22,914 円 基準額×0.285 

第２段階 本人の前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が１２０万円以下の方 30,150 円 基準額×0.375 

第３段階 本人の前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が１２０万円を超える方 55,074 円 基準額×0.685 

第４段階 住民税課税世帯

（本人非課税） 

本人の前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が８０万円以下の方 70,350 円 基準額×0.875 

第５段階 本人の前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が８０万円を超える方 80,400 円 基準額 

第６段階 

住民税課税世帯 

（本人課税） 

本人の前年の合計所得金額が１２０万円未満の方 96,480 円 基準額×1.2 

第７段階 本人の前年の合計所得金額が１２０万円以上、２１０万円未満の方 104,520 円 基準額×1.3 

第８段階 本人の前年の合計所得金額が２１０万円以上、３２０万円未満の方 120,600 円 基準額×1.5 

第９段階 本人の前年の合計所得金額が３２０万円以上、４２０万円未満の方 136,680 円 基準額×1.7 

第 10 段階 本人の前年の合計所得金額が４２０万円以上、５２０万円未満の方 152,760 円 基準額×1.9 

第 11 段階 本人の前年の合計所得金額が５２０万円以上、６２０万円未満の方 168,840 円 基準額×2.1 

第 12 段階 本人の前年の合計所得金額が６２０万円以上、７２０万円未満の方 184,920 円 基準額×2.3 

第 13 段階 本人の前年の合計所得金額が７２０万円以上の方 192,960 円 基準額×2.4 

 

【問い合わせ先】  介護保険事務所 保険給付班 TEL0187－86－3911    

保険料基準額（月額） 

６，７００円 


